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４．医療機関・薬局への補助
○ 顔認証付きカードリーダーは、医療機関及び薬局に無償提供します。

○ それ以外の費用（①マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入、②ネットワーク環境の整
備、③レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修等）は、以下の上限額と割合で補助します。

病院
大型チェーン薬局
（グループで処方箋の受付が
月４万回以上の薬局）

診療所
薬局（大型チェーン
薬局以外）

顔認証付き
カードリーダー
提供台数

3台まで無償提供 １台無償提供 １台無償提供

その他の
費用の

補助内容

１台導入する場合 ２台導入する場合 ３台導入する場合
21.4万円を上限に

補助
※事業額の42.9万円を

上限に、その1／２を補助

32.1万円を上限に
補助

※事業額の42.9万円を
上限に、その3／4を補助

105万円を上限に
補助

※事業額の210.1万円を
上限に、その1／２を補助

100.1万円を上限に
補助

※事業額の200.2万円を
上限に、その1／２を補助

95.1万円を上限に
補助

※事業額の190.3万円を
上限に、その1／２を補助

（補助の対象となる事業）
・ オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末の購入・導入
・ レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等のアプリケーションに組み込むパッケージソフトの購入・導入
・ オンライン資格確認に必要となるオンライン請求回線の導入、既存のオンライン請求回線の増強
・ オンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修 等
※ 電子カルテシステムの改修は、資格確認だけでなく、薬剤情報及び特定健診情報の閲覧のための改修を含みます。

※ 消費税分（10％）も補助対象であり、上記の上限額は、消費税分を含む費用額です。
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オンライン資格確認に参加いただくには、「１ 支払基金への申請手続き」と「２ システムベンダ等との相談・改修」の
２つの作業が必要です。
「１ 支払基金への申請手続き」については、まずはポータルサイトへのアカウント登録をお願いします。アカウント登録

いただければ、その都度、必要な情報をお知らせします。
「２ システムベンダ等の相談・改修」については、まずは普段お付き合いのあるベンダの方等に相談いただき、見積りを

取っていただくようお願いします。

５．利用開始に向けた準備

年 令和2年 令和3年

月 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

1

手
続
き

２

導
入
準
備

補助金の申請※

医療機関・薬局で対応いただくこと

利用開始に向けたシステムベンダとの
相談・調整・契約・導入準備

運用
テスト

ポータルサイト
アカウント登録

オンライン資格
確認利用申請※

顔認証付きカードリーダーの申込

※ オンライン資格確認利用申請・補助金の申請時期はアカウント登録されている方にはメールでお知らせします。
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まずは、ポータルサイトにてアカウントの登録をお願いします。

アカウント登録でできること
•最新情報をメールでお知らせ
•顔認証付きカードリーダー申込
•オンライン資格確認利用申請
•補助金申請

オンライン資格確認 検索

お問合せ先：医療情報化支援基金
contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
☎ 0800-8007121（通話無料）

平日 9：00～17：00

※ お電話でのお問合せは、混み合うことがございます。
メールでのお問合せを推奨します。

https://www.iryohokenjyoho-
portalsite.jp/

オンライン資格確認に参加するかどうかまだ決めていない方も、まずはポータルサイトへの登録を
お願いします。
最新の情報をお届けすることができます。また、このポータルサイトで必要な手続きを行うことが

出来ます。
（※）書面で申請された方もポータルサイトへの登録が便利です。必要な情報が受け取れるようになります！（二重申し込みになることはありません）

ポータルサイト開設
1カ月で登録数

35,000ユーザー
突破！
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顔認証付きカードリーダーの申込受付が始まりました。（8月7日～）

医療機関等向けポータルサイトで、導入したい機種を選んでお申し込み下さい。
顔認証付きカードリーダーの申込や各種申請と共に、必要機器の導入やシステム・ネットワーク

の改修が必要です。各ベンダにお問い合わせ下さい。

顔認証付きカードリーダーの
カタログページはこちら

株式会社
富士通マーケティング

株式会社アルメックス

パナソニック システム
ソリューションズ ジャパン
株式会社

レセプトコンピュータ等の改修・
オンライン資格確認端末等の導入

現在、使用しているレセプトコンピュータ、電子カルテシステム等
の事業者へ参加のための作業や費用等をご相談ください。

相談先

ネットワーク構成の変更

現在、使用しているレセプトオンライン請求のネットワークの事業
者へ参加のための作業や費用等をご相談ください。

相談先
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６ オンライン資格確認の今後

・ 現在全国の医療機関・薬局で確認できる情報は、薬剤情報・特定健診
情報のみですが、対象となる情報を拡大します。（令和4年夏を目処）

手術、移植、透析、医療機関名といった項目が対象となる予定です。

・ オンライン資格確認等システムを基盤とし、電子処方箋の仕組みを構築
します。（令和4年夏を目処）

紙の受け渡しが不要になり、薬剤情報共有のリアルタイム化(重複投薬の
回避）が可能となります。

・ 閲覧・活用できる健診等を拡大します。（令和4年度早期）

・ 現在対象になっていない生活保護受給者の医療券も対象にする
（令和5年度中）など順次対象を広げていきます。

・ モバイル端末でのオンライン資格確認も検討しています。
(令和2年度研究事業)

今後拡大予定の機能

オンライン資格確認には以下の特徴があり、データヘルスの基盤となっていきます。
① 全国の医療機関・薬局と安全かつ常時接続されています
② 医療情報を個人ごとに管理しており、本人の情報を確実に得ることができます
③ 患者の同意を確実にかつ電子的に得ることができます

オンライン資格確認は今後のデータヘルスの基盤となります
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＜１．オンライン資格確認とは＞
Question Answer

A.オンライン資格確認は、支払基金・国保中央会から資格情報等を
提供する仕組みです。
支払基金・国保中央会が、医療機関・薬局の診療情報等を
閲覧したり、取得することはできません。

Q. 医療機関・薬局内のレセプト
コンピュータ等の情報を支払基金
・国保中央会が閲覧できるように
なるのですか？

７．Q&A

Q. 医療機関・薬局では患者の
マイナンバー（12桁の番号）を
取り扱うのですか？

A.医療機関・薬局において患者のマイナンバー（12桁の番号）を
取り扱うことはありません。
オンライン資格確認では、マイナンバーではなく、マイナンバーカードの
ICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

Q. オンライン資格確認を導入した
ら、患者はマイナンバーカードが
ないと受診できないのですか？

A.健康保険証でも受診できます。
薬剤情報等を踏まえた診療を受けたい患者はマイナンバーカードが
必要です。
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７．Q&A

＜１．オンライン資格確認とは＞
Question Answer

Q. オンライン資格確認は必ず
導入しなければいけませんか？

A.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ
患者がマイナポータルで保険証利用の申込をすることが必要です。
なお、保険証利用の申込をしていない患者が受診した場合には、医
療機関・薬局の窓口において、顔認証付きカードリーダーで簡単に
保険証の利用登録ができます。

Q. 患者はマイナンバーカードを持っ
ていればすぐに健康保険証として
利用できるのでしょうか？

A.資格の確認を確実に行うことは保険制度の基本です。
また、レセプト返戻の削減、事務の効率化、薬剤情報等の閲覧、
災害への備えとして導入をご検討ください。
今後、マイナンバーカードを健康保険証として持参する患者が増えま
すので、全ての患者が診療等を受けられるよう導入の検討をお願い
します。
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７．Q&A

＜2．医療機関・薬局で変わること＞
Question Answer

A.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
患者においては、顔認証付きカードリーダーの場合はカードリーダー
に置いていただく、汎用カードリーダーの場合はカードリーダーにかざす
とともに受付職員に見せていただきます。

Q. マイナンバーカードの取扱いで
気をつけるべきことはありますか？

A.現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
もし、患者が健康保険証を持参していれば、健康保険証による
オンライン資格確認を実施してください。

Q. 患者がマイナンバーカードを忘れ
たらどのようにしたらよいですか？

A.マイナンバーカードでのオンライン資格確認が利用できることの
ポスター等を準備し、医療機関・薬局に送付させていただきます。

Q.医療機関・薬局でマイナンバーカ
ードが健康保険証として使えるこ
とを、どのように患者さんに伝えた
らよいですか？
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７．Q&A

Question Answer

＜３．利用開始に向けてご対応いただきたいこと/必要な費用目安＞

A. 支払基金ポータルサイトから、支払基金に利用の申込みをしていた
だく必要があります。手続きの内容・方法については、ポータルサイト
にアカウント登録いただければ、順次必要なお知らせをします。
併せて、システムベンダ等に改修費用の見積を依頼してください。

Q.オンライン資格確認を開始するた
めには、何をすれば良いですか？

A.システム改修後、オンライン資格確認の導入準備が完了した後に、
支払基金に補助申請を行っていただくことになりますので、医療機関・
薬局における導入作業後である11月以降となります。（事前申請で
はなく、精算払いとなります。）

Q. オンライン資格確認のためのシス
テム改修に関して、補助申請を
行う時期はいつ頃ですか？

A.オンライン請求の回線環境を導入することで、オンライン資格確認を
始めることが可能です。オンライン資格確認を行うために回線環境の
導入をした場合にも、その回線費用は医療情報化支援基金の補助
対象となります。

Q. レセプトのオンライン請求を利用
していませんが、オンライン資格確
認を始めることはできますか？
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参考：マイナンバーカードと健康保険証

券
面

記
載
項
目

氏名（漢字）

住所

生年月日※1

性別

顔写真
電子証明書の有効期限（西暦）

製造番号（16桁）

サインパネル領域※2

臓器提供意思表示欄

氏名（漢字）
個人番号（12桁）

生年月日※1

二次元コード（個人番号）

住所記入欄
備考記入欄※2

臓器提供意思表示欄

被保険者証記号（7・８桁）・
番号・枝番（2桁）

氏名（漢字）

生年月日
性別

資格取得年月日
事業所名称※4

保険者番号（6～8桁）
保険者名称

保険者所在地

交付年月日
被保険者氏名（被扶養者のみ記載）

表面 裏面 表面 裏面

セキュリティコード（4桁）

フリガナ※4

※1 日本人は和暦、在日外国人は西暦
※2 券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載（引越した際の新住所など）
※3 ICチップに記録される情報は以下

①券面記載事項（ 氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真など）
②総務省令で定める事項（公的個人認証に係る『電子証明書』等）
③市町村が条例で定めた事項等

※4 保険者により記載有無は異なる

21 枝番 01

磁気ストライプ（自治体で使用）
ICチップ※3

健康保険証のみの記載項目
記載項目
凡例

マイナンバーカード 健康保険証


